
議第８号議案   

  

   障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の     

   一部改正を求める意見書の提出  

 

 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の一部改正を

求め、関係行政機関等へ意見書を提出したいので、次のとおり提出する。  

  

   令和３年９月 29日提出  

  

                       健康福祉・医療委員会    

                       委員長  高  橋  のりみ    

 



 

   障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の     

   一部改正を求める意見書  

 

障害者の虐待等の防止に向けた取組 については、平成 23年に制定された障害者

虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 （以下「障害者虐待防

止法」という。）に基づき、市町村では障害者虐待防止センターの設置 、障害者福

祉施設等への研修・指導 等に取り組んできた。障害者に対する虐待は、 人として

の尊厳を害するものであり、障害者の自立や社会参加を促進するうえで、虐待を

防止することは極めて重要なことで ある。  

しかし、障害者虐待の通報件数は年々増えて おり、神奈川県においても、令和

元年度に寄せられた障害者虐待に関する通報は、 4 2 5件と、前年度から 56件増加

している。  

 障 害者 虐待 防 止 法 にお いて 市町 村 へ通報 が 義務 付け ら れて いる のは 、「養 護者

による虐待」、「障害者福祉施設等従事者による虐待」、「使用者による虐待」 に限

られており、医療機関を利用する障害者に対する虐待防止等は法で定義されてい

るものの通報の義務はない。医療機関に入院等をされている 障害者に対する虐待

は、治療・回復しようと思っている 人の人権を踏みにじるものであり、 虐待防止

の取組と併せて、早期の発見と対応が求められ る。  

昨年神戸市の精神科病院で痛ましい事件があ った。患者、家族は、一般的に精

神疾患や治療に関する情報、知識を十分に得ているとは言えず、自身や家族が発

症 し て 初 め て 精 神 科 医 療 と 接 点 を 持 つ こ と が 多 い 現 状 が あ る 。 こ の こ と が 、 拘 

束、隔離、投薬等で 不適切な処遇が行われたとしても、患者本人、家族が声を上

げることができない 要因の一つとなっている。一方で、医療機関としても限られ

た医療提供体制の中で精一杯の対応をしているところ だが、障害者等が安心して

医療を受けられる 体制を確保するため、医療機関の実情を丁寧に把握 し、改めて

医療提供体制の在り方を検討 する必要がある。  

よって、国におかれては、 障害を有しても、誰もが人として尊重され、地域社

会の一員として暮らし続けられるよう、また、精神 医療をより良いものとするた

め、次の事項に取り組まれることを 強く要望する。  

１  障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の一部を改



 

正し、虐待発見時の市町村への通報義務対象として医療機関における虐待も対

象とすること。  

２  精神科病院における患者の権利や尊厳を確保するため、 医療機関が抱える課

題等の実情も踏まえたうえで、適正な処遇や適量投薬を確保するための取組を

推進すること。  

 ここに横浜市会は 、全会一致をもって、 地方自治法第 99条の規定により意見書

を提出する。  

  

   令和３年９月 29日  

  

 衆 議 院 議 長 

 参 議 院 議 長 

 内 閣 総 理 大 臣 

 厚 生 労 働 大 臣 

  

                           横浜市会議長     

                            清  水  富  雄   

宛て  


